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■施策展開の方向性及び主要事業 

１ 確かな学力の育成 「わかる授業」の推進に向けた新しいスタイルの学校教育の確立 

①基礎学力の定着 

「わかる授業」の推進 

     主体的・対話的で深い学びへの授業改善を進めるとともに、探究的な学びを核とした時代の変化に応じた教育内容や授業 

    形態の研究を進め、教職員の指導力及び教育の質の向上を図ります。 

学力状況調査の実施と活用 

児童生徒の学習状況を把握するとともに、学習指導上の課題や改善点を明らかにします。調査結果から明らかになった課 

題を解決するための指導資料を作成し、児童生徒一人一人の個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に努めます。 

少人数学級・少人数指導の推進 

公立小学校１学級の人数を３５人以下とする公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の改正

に伴い、令和７年度に小学校全学年が３５人学級になりました。令和８年度は、中学校１年生を国に準じて３５人学級にし

ていきます。国の学級編制の標準の引下げに伴い、現行で３８人学級である中学校の千葉市の学級編制の標準を見直し、 

国に先行する「少人数学級」「少人数指導」の取組を検討します。 

   小学校高学年における一部教科担任制の推進 

専門性の高い教科指導を通じて、教育のさらなる質の向上を図るとともに、学校における働き方改革を促進するため、小 

学校高学年における一部教科担任制を推進していきます。本市では、小学校の規模に応じて、専科指導教員（外国語・理科・ 

算数・体育）、専科指導のための非常勤講師（外国語・図画工作・家庭科・体育・音楽）の配置を進め児童一人一人の可能性 

を最大限伸ばす教育を実現していきます。 

②ＩＣＴを活用した学びの充実 

ＩＣＴを活用した授業改善 

１人１台端末（ギガタブ）や大型提示装置、デジタルコンテンツ等を活用したＩＣＴの特長を生かした教育を推進してい 

きます。ＩＣＴを活用した効果的な活動事例を優良事例として集積し、１人１台 端末で活用できるように市全体で情報共

有を図るとともに、指導事例を提供するなど、積極的な活用を推進した学びを目指します。 

※「ギガタブ」とは、ＧＩＧＡスクール構想に係る１人１台端末の愛称 

情報活用能力の育成 

     学習の基盤となる資質・能力の1つである情報活用能力について、学年や教科等を問わず、ＩＣＴの活用の充実を図りな

がら、総合的に育成を進めます。 

   教職員向けのＩＣＴ研修の充実 

 教職員のＩＣＴ活用力の向上を目指し、悉皆研修や希望者向けの研修、学校の要請による出張研修を実施しています。 

デジタル教科書の活用 

     学習環境をよりよいものに改善していくことで、学びの充実や障害等による学習上の困難の低減に資するよう、デジタル 

教科書の効果的な活用を図ります。映像・動画等のコンテンツを活用することにより、多様な学びのスタイルを実現するこ 

とで、思考力・判断力・表現力の伸長を促します。 

③探究的な学びの推進 

   カリキュラム・マネジメントの推進 

     教育課程の実施状況や学力状況調査をもとに、学力向上アクションプランを学校ごとに作成します。また、学習指導の在 

り方や評価方法等についての教職員研修を充実させたり指導資料を作成したりして、授業改善を図っていきます。さらに、 

学 校 教 育 
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教科を横断した学習等、学習効果の最大化を図るためにカリキュラム・マネジメントの確立に努めていきます。 

   探究的な学習の充実 

     探究的な学習の過程を一層重視し、各教科等で育成する資質・能力を相互に関連付け、児童生徒が互いのよさを生かしなが 

ら、積極的に社会に参画しようとする学びを目指していきます。 

 

２ 豊かな心の育成 思いやりの心の育成と一人一人の夢の実現 

①思いやりの心と自己肯定感の育成 

   道徳教育の推進と道徳科指導の充実 

     道徳教育で取り組むべき重点目標を明確にした全体計画と各教科等における道徳教育に関わる指導の内容や時期を整理

した別葉を活用し、学校の教育活動全体で豊かな心を育みます。また、道徳教育の要である「特別の教科 道徳」（以下「道 

徳科」）に重点を置き、「道徳科」の授業の学習指導を工夫し、自分のよさや長所に気付き、自分を認める心や自分を大切に 

する心を育て、自己肯定感を高めます。 

読書活動の充実 

     小学校から中学校までの９年間を通して、読書習慣が身に付くように読書活動の継続を図ります。知識や教養、語彙力や 

想像力を生涯にわたって身に付けていくことができるように、自ら本に親しむ力を育てていきます。 

いじめを扱った教材を効果的に活用した道徳科指導の充実 

     いじめに関する問題を自分自身の問題として捉え、多面的・多角的に考えられるような道徳科授業の学習指導を工夫し、 

いじめをしない、許さない、見逃さない心を育てます。 

人権教育の推進 

     児童生徒が人権の意義や内容について理解し、自分の大切さとともに他の人の大切さを認めることができるように、日常 

の学級経営などを中心とした指導を工夫します。また、教職員研修等を通して、人権教育の充実を図ります。 

   特別活動における学級活動の充実 

     学級において互いのよさを見付け、違いを尊重し合い、仲よくしたり、信頼し合ったりして生活できるよう、指導の充実 

を図ります。また、相手の立場や気持ちを理解し、他者へ働きかけようとする思いやりの心を育て、よりよい人間関係を築 

きます。 

 ②多様な他者と協働していく力の育成 

  国際教育の推進 

     教育委員会及び学校関係者を構成員とする国際理解教育研究推進協議会を通して、話合い活動推進のための指導実績の集 

積や、ホームページを活用した指導事例の周知活用をしていきます。指導事例の活用により、異文化や多様性を理解し、受 

け入れ、主体的に行動できる力を育てていきます。 

   小学校外国語活動・外国語教育の推進 

     児童に豊かな国際感覚を身に付けさせるとともに、異文化理解の推進やコミュニケーション能力を育成するため、引き続 

き外国人講師を活用するなどして、外国の文化や生活習慣に親しむ体験的な外国語活動と教科型外国語教育の充実を図りま 

す。 

総合的な学習の時間における探究的な見方・考え方を育成する指導の充実 

     異なる多様な他者と協働して主体的に課題を解決しようとする学習活動を重視していきます。異なる視点から考え協働的 

に学ぶための話合い活動を推進していきます。また、対話を通して、異文化や多様性を理解し受け入れ、主体的に行動でき 

る力を育てていきます。 

   体験学習の充実 

     地域との交流体験活動を通じて地域や社会について深く考え、主体的に行動できる力を育てていきます。また、宿泊学習 

を充実させることで、人間関係の構築方法を習得したり、集団活動の意義を学んだりすることで社会性を育成します。 
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   文化芸術に触れる機会の充実 

     我が国や諸外国の芸術文化へのグローバルな視野を広げ、情操を育てるため、伝統音楽や声楽、器楽合奏の鑑賞および体 

験活動等の充実を図ります。 

   環境教育の推進 

     子どもたちが人間と持続可能な環境との関わりについて正しく理解するとともに、環境問題を自らの課題として捉え、生 

涯にわたり環境の保全・創造に向けて取り組んでいけるよう、家庭や地域、事業者等を含めた多様な主体と連携して、環境 

教育を推進します。よりよい環境づくりへの主体的な参加や体験活動をもとにし、主体的に考える場を工夫し、子ども同士 

で対話を重ね、環境に対して責任のある行動をとることができる資質・能力を育成します。 

   学校における「こどもの参画」の取組の推進 

     社会の一員としての子どもの自覚と自立を促すことを目的とした学校での授業等において、出張授業や助言等により参画 

の取組を推進します。 

   小・中・高校生の社会参画意識の育成 

     将来を担う子どもに、社会の一員としての自覚を促し、選挙の意義の理解を促進するため、小・中学校の児童・生徒会役 

員選挙などに選挙器材を貸し出すとともに、小・中・高等学校における出前授業等を推進します。また、高校生を対象に、 

実際の選挙事務に従事する事業を通して政治的教養を育成します。 

 ③夢や目標、希望に向けた学びの実現 

キャリア教育推進のための校内指導の充実 

  一人一人が自分のよさや可能性に気付き、夢や目標、希望に向けて、主体的に行動できる児童生徒の育成を目指し、各 

学校において取り組むべき重点目標と各教科等におけるキャリア教育に関わる指導の内容を明確にした「キャリア教育グラ 

ンドデザイン」を作成していきます。また、児童生徒が、これまでの経験を振り返り自己の成長に気付くことができるよう 

な「キャリア・パスポート」の内容を検討し、改善を図ります。 

   キャリア教育に関する中学生用指導資料の充実 

     キャリア教育に関する中学生用ノート「わたしの夢」、「ハローマイフューチャー」を改訂し、活用を推進します。様々な 

困難を乗り越えることができる能力を育てるため、自己理解の内容充実や探究的な学習との連携、特別活動や総合的な学習 

の時間」との教科横断的な内容充実を図ります。また、専門高校を紹介するリーフレットを作成し活用を推進します。 

   産学官の連携体制の強化 

     児童生徒の興味・関心をより引き出すために、学校だけではなく、多方面からサポートし、多様な価値観に触れることが 

できるよう連携体制を強化します。学校、企業・産業界、大学等の有識者を構成員とするキャリア教育推進連携会議を開催 

し、生涯を通じたキャリア教育の推進に向け、キャリア教育の方向性や既存事業の改善、新規事業の検討等を行います。 

   職業体験学習の推進 

     夢を持つことの大切さや今学んでいる意義等を考えるために、企業や各種団体等と積極的に連携を図り、職場体験や出前 

授業をはじめとした職業体験学習を推進します。 一人一人の社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる基礎的・汎用

的能力を身に付けることができる学習機会を充実させます。 

 

３ 健やかな体の育成 生涯にわたり健やかに生きるための土台の育成 

①学校体育の充実 

   体力つくり活動の取組の充実 

     児童生徒の運動への関心を高め、自ら運動する態度を育てるため、運動習慣の定着及び体力の向上に向けた効果的な対応 

策を検討し実施していきます。 

小学校各種体育大会の開催 

  児童の表現運動・陸上運動・ボール運動に対する興味・関心及び技能を高めるとともに、心身の健全な発達と児童相互の 
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望ましい人間関係の育成を図るために、小学校各種体育大会を実施します。 

   中学校運動部活動指導員・民間指導者の派遣 

     スポーツに親しむ資質や能力を育て、体力の向上や健康の増進を図るとともに、教員の負担軽減を目的とし、専門的な指 

導力を備えた指導者を必要とする学校に対し、部活動指導員・民間指導者を派遣します。 

   運動習慣を身に付けるための取組 

     児童生徒の運動への関心を高め、自ら運動する態度を育てるため、身近なスポーツイベントや試合観戦などへの参加に向 

けて周知・啓発活動を進めていきます。また、国内外で活躍するアスリートとの交流を通して、運動することの楽しさや素 

晴らしさを実感・体感できる各種事業を推進します。さらに、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技開催都市と 

しての経験を活かし、スポーツの魅力や価値をより一層理解できるよう、オリンピック・パラリンピック教育をレガシーと 

するための取組を継続します。 

②食育の推進 

   適切な栄養摂取による健康の保持増進を図るための取組 

     児童生徒が、生涯にわたり健康で活力ある生活を送るための基礎を培い、自らの健康を考えて食の自己管理ができる資質 

や能力を身に付けるために、学校給食を通じた指導の在り方等を検討し実施していきます。 

   望ましい食習慣を育成するための食育の推進 

     児童生徒が日常生活において望ましい食習慣を実践するために、家庭・地域との連携を強化するための効果的な方策を検 

討して実施するとともに、児童生徒の実態を踏まえた各教科等の食に関わる学習内容と食に関する指導を相互に関連させた 

指導の充実を図ります。 

   自然の恩恵・勤労に感謝する心や食文化や食の歴史を尊重する心の育成 

     関係機関と連携を図ることにより計画的に地場農産物を導入した学校給食を提供するとともに、栄養教諭等の専門性を生 

かし、郷土料理や行事食を取り上げることにより、食文化や様々な業種で働く人への理解と関心を深めていきます。 

  ③健康的な生活のための資質・能力の育成 

   睡眠リズムを整える学習 

     よりよい生活を送ることができるよう、決まった時間に寝起きすることのよさについて学び、実践することができるよう 

にします。 

   歯と口の健康づくりの推進(口腔衛生指導・歯と口の健康つくり啓発事業） 

     歯科衛生士による「口腔衛生指導」や歯科医師による「歯と口の健康つくり啓発事業」を行うことで、児童生徒が自分の 

歯と口の健康に関心を持ち、生涯を通して歯と口の健康づくりを実践していく基礎をつくります。 

 

４ 質の高い教職員 教職員のキャリアステージに応じた研修の充実と働き方の抜本的改革 

①教職員の指導力の育成 

   校外の研修の充実 

     教育センター及び養護教育センター等の研修において、「千葉県・千葉市教員等育成指標」や本市の教職員研修体系に基 

づいたキャリアステージ、時代のニーズに応じた研修内容の充実を図るとともに、全国教員研修プラットフォームを活用し、   

より多くの教職員が自己の現状に応じた研修を選択し、自律的に研修を受講できるようにします。 

   人材育成のための派遣研修等の積極的な活用 

     人材育成のための派遣研修等である、次世代リーダー研修、現場研究員、２１世紀を拓く課題研修、長期研修への志願や、 

研究論文等への応募を奨励したり、中央研修を活用したりすることで主体的に学ぶ教職員の育成を促します。 

   課題の共有を目的とした校内の研修の充実 

     校内の研修において、「全国学力・学習状況調査」や「千葉市学力状況調査・意識調査」を基に作成した学力向上アクショ 

ンプランを活用し、学校全体の学力傾向や課題などの情報について全職員で共有できるようにします。 
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②学校における働き方改革の推進 

   「学校における働き方改革プラン」による改革推進 

     令和６年度末に教育委員会で改編した、全市立学校を対象とした「学校における働き方改革プラン」のもと、目標達成や 

   各学校での働き方改革の取組の定着等のため、各種施策を着実に実施します。以下のように実行プログラム（５つの柱）に 

   基づいて具体的取組を進めます。 

    柱１ 業務の精査 

        学校や教職員が必ずしも担う必要のない業務を精査し、地域人材や民間事業者の活用等を含め対応策を検討するな 

 ど、学校・教職員が担う業務の適正化を図ります。 

    柱２ 外部人材の活用 

        「チームとしての学校」を実現するため、外部専門家等の専門スタッフや、教員業務支援員、ステップルームティ 

ーチャー、教頭マネジメント・サポーター、その他外部人材の活用を推進します。 

    柱３ 負担軽減・業務の効率化 

        教職員の負担軽減・業務の効率化を図るため、教育委員会等に対する提出文書及びメールの精選、配付文書の削減、 

出張の見直しなど、学校問題解決のための支援体制を構築します。 

    柱４ 働く環境の改善 

        奨学金返還サポート事業等、教員人材の確保に向けた取組を推進します。また、メンタルヘルス対策等、教職員の 

   心身の健康の保持・増進を一層推進します。 

    柱５ 意識改革 

        働き方改革の取組を効果的に進めるため、教職員一人一人の意識改革と保護者・地域社会の理解促進を強化します。 

 

５ 魅力ある教育環境 特色ある教育活動とソフト・ハード面における魅力で充実した環境の整備 

①魅力ある教育の推進 

   小学校と幼稚園・保育所等の交流活動の推進 

     幼児や児童の交流活動や教職員の相互参観等を実施し、幼児教育から小学校教育への円滑な接続が図られるように努めま 

す。 

   小学校と中学校の連携や小中一貫教育の推進 

     小・中学校間の交流活動や教職員による合同研修等を行うことで、児童生徒や教職員が相互理解を深め、小・中学校間の 

円滑な接続を図り、不登校児童生徒の増加や「中１ギャップ」の解消に努めるとともに、学習指導の充実や異年齢集団での 

活動を通じた生活指導の充実を目指します。また、小中一貫教育校において、より高い教育効果の実現に向けて取組を進め 

ます。 

   千葉市立千葉高等学校の理数教育及び分野融合型教育の充実 

     文部科学省「スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）事業」における先進的な理数教育をもとに、生徒に科学技術人 

材としての資質・能力等を身に付けさせます。また、海外及び国内研修の実施や分野融合型教育の充実・発展により、持続 

可能な社会をリードする人材を育成していきます。 

   千葉市立稲毛高等学校及び稲毛国際中等教育学校における国際教育及び課題発見・解決型学習の充実 

     中高一貫教育の特性を生かした国際教育を展開します。また、地域や世界の視点に立ち様々な課題を探究する課題発見・ 

解決型学習（Inage Quest）に取り組み、持続可能な社会を創生するグローバル・リーダーの育成を目指します。 

学校適正配置の推進 

   子どもたちのよりよい教育環境の整備と教育の質の充実を図るため、学校適正配置を推進します。 また、平成３０年度 

  に策定した第３次千葉市学校適正規模・適正配置実施方針の見直しを図ります。 

 地域等関係者との連携体制の強化 

     様々な教育課題や多様化する教育ニーズに対応した新たな学校・家庭・地域の連携に向けた取組を推進するため、地域連 
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携事業推進組織を設置するとともに地域連携事業推進会議（教育委員会、市民局、こども未来局から構成）を開催します。 

   地域コーディネーター研修の実施 

学校支援地域本部の先進的な取組を実施している市町村の地域コーディネーター等を講師とし、効果的な活動や、学校 

との関わり方等の研修を実施します。 

   千葉市版コミュニティ・スクールモデル校の拡充 

     これまで本市が設置を進めてきた学校支援地域本部の中心的な組織である地域教育協議会に学校運営協議会の機能をあ

わせもつように発展させます。 

  ②安全・安心な教育環境の整備 

   リスク調査の実施と学校総合防災マニュアルの改訂 

     「千葉市地震・風水害ハザードマップ（ＷＥＢ版）」の定期的な更新を踏まえて、自校学区内の浸水想定区域及び土砂災害 

    警戒区域を再確認し、学校独自の学校総合防災マニュアルを改訂します。 

   学校防災に関する校内研修の実施 

     教職員への学校独自の学校総合防災マニュアルの周知徹底を図るために、実効性を高めるための校内研修を行います。 

   学校での危機管理に関する研修の実施 

     管理職を対象に学校での危機管理に関する研修を実施することによって、危機管理意識の高揚と学校独自の学校総合防災 

マニュアル等の改善・充実を図ります。 

   「千葉市地震・風水害ハザードマップ（ＷＥＢ版）」等を活用した教職員研修・防災教育の充実 

     学校独自の学校総合防災マニュアルを踏まえて、「千葉市地震・風水害ハザードマップ（ＷＥＢ版）」等を活用した教職員 

    研修や防災教育を行います。 

   小・中学校におけるブラインド型避難訓練の実施 

     事前に予告することなく避難訓練を実施し、災害時において適切に行動できるようにします。実施後、課題等を整理し、 

学校総合防災マニュアルに反映します。 

   学校セーフティウォッチャーによる見守り活動 

     地域の児童・生徒達の安全・安心を守るセーフティウォッチャーの活動内容や意義、「ながら見守り」等の方法を周知し、

保護者や地域の方の参加意識を高めます。 

   危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）の見直し 

     学校や地域の実情を踏まえ、生活安全（防犯）・災害安全・交通安全の危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）の見 

直しを行います。 

  ③放課後活動の整備 

   アフタースクールの拡充 

     学校施設の有効活用について学校現場と合意形成を図り、アフタースクールの拡充を進めていきます。 

 ④充実した教育施設・設備 

   大規模改造工事 

     老朽化が進んだ建物の内外部や配管・設備機器等の改修を行い、施設の長寿命化を図ります。 

   外部改修工事の実施 

     経年劣化による外壁の剥落防止対策等を目的とした外壁改修と屋上防水改修を行い建物の長寿命化を図ります。 

   体育館冷暖房設備の整備 

     近年の記録的な猛暑による児童・生徒の熱中症対策及び防災機能強化のため、体育館に冷暖房設備を整備します。 

   防犯カメラシステムの設置 

     学校敷地内への侵入を抑止するため防犯カメラシステムを設置します。 

   バリアフリー環境整備 

     障害等の有無にかかわらず、誰もが支障なく学校生活を送ることができる環境を整備します。 
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⑤ＩＣＴ環境の整備 

   ネットワーク回線の増強 

 令和７年１月に第 3 次 CABINET システムを稼働し、各学校規模に応じた回線に増強しました。今後は、効果検証を行いま

す。 

   情報モラル教育の研修の充実 

     情報モラル教育やデジタル・シティズンシップ教育についての研修を年代別の基本研修などに組み込み、より多くの教員 

    が幅広く受講できるようにします。 

   メディアリテラシーについての情報発信 

     メディアリテラシーについての情報を様々な媒体を用いて発信し、各学校において児童生徒のＩＣＴ活用能力を高める指 

    導を行います。 

 

６ 個別の支援が必要な児童生徒へのサポート 一人一人に寄り添った誰一人取り残すことのない教育の実現 

①いじめ防止等への対策の推進 

   いじめ対応の校内研修のための要請訪問 

     いじめの正しい理解や未然防止、初期対応、組織的な対応の徹底、児童生徒が相談しやすい環境づくりなどについて、 

各学校の実情や要望に応じたいじめ対応の校内研修を行い、いじめを許さない学校づくりを推進します。 

   いじめに対応した校外研修の充実 

     教育委員会が主催する、管理職や生徒指導主任を対象とした悉皆研修等において、いじめ対応について協議等を行うこと 

で、いじめの未然防止や早期発見と適切な初期対応等について理解を深め、いじめの早期解決、再発防止を図ります。 

   いじめ対応に関する校内研修資料の提供 

     各学校の自主的な校内研修を充実させるために、校内研修用資料を定期的に提供し、活用を促します。 

   いじめ被害児童生徒報告書（月例報告）の活用 

     月例報告において、いじめの発生から３か月以上経過しているが、まだ解消していない事案について、学校と連絡を密に 

とり、事案の解消に向けて、指導助言を行います。 

   いじめ問題への取組についての自己点検 

     「いじめ問題への取組についての点検表」を用いた、年２回以上の各学校による自己点検の集計結果を学校に公表するこ 

とで、他校との比較など、自分の学校の置かれている状況が客観的にわかるようにします。 

   専門人材の配置拡充 

     学校だけでは解決困難な重大な事案に対し、専門人材を活用して、学校、保護者及び児童生徒への助言や支援を行うこと 

により、事案の早期解決を図ります。 

②不登校児童生徒への支援の充実 

 教育支援センター「ライトポート」の機能拡充 

     教育支援センター「ライトポート」全６所にカウンセラーを配置する等、増加傾向にある不登校児童の支援体制を拡充し

ます。 

   スクールカウンセラーの配置時間の拡充 

     いじめや不登校などに対応するため、公認心理師などによる児童生徒へのカウンセリングや教職員及び保護者に対する助 

言・援助を行います。 

   スクールソーシャルワーカーの配置拡充 

     教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識や技術を有するスクールソーシャルワーカーを配置し、課題 

を抱える児童生徒やその家庭が置かれた環境の改善を支援します。 

   教育センター相談機能の充実 

     重篤化、長期化するケースの増加に伴い、家庭訪問カウンセラー、来所相談カウンセラーを配置し、専門的な見地からの 

    支援を実施しています。 
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  リモート相談機能の充実 

     来所相談や家庭訪問相談は、対面が困難な時（緊急事態宣言時や直接会うことに抵抗感が強い時）に、リモート相談の環 

境を整備することで、児童生徒・保護者の相談の機会を確保しています。 

   ステップルームティーチャーの配置 

     ステップルームティーチャーを配置することにより、様々な要因で教室に入ることができず、教室以外の別室（ステップ 

ルーム）に登校する児童生徒に、個別の学習支援やきめ細かな相談支援などを行うことで、教室復帰や社会的自立を目指さ 

せます。 

   フリースクール等における活動や通所の支援 

     「千葉市における不登校児童生徒が通う民間施設についてのガイドライン」を見直し、周知を図るとともに、学習図書の 

    貸与、フリースクール等民間施設への運営補助を行います。また、フリースクール等やライトポートにおける活動費や通所 

    費等を助成することで、経済的支援を行います。 

③インクルーシブ教育システムの構築 

   多様な学びの場の充実 

     多様な学びの場を整備し、子ども一人一人の教育的ニーズに合った適切な指導及び支援を切れ目なく保障していきます。 

   「交流及び共同学習」の実施 

     共生社会の実現を目指し、学校間交流（※１）や居住地校交流（※２）、学校内交流（※３）といった「交流及び共同学

習」の機会を設け、共に尊重し合いながら協働して生活していく態度を育みます。 

（※１）小・中・高・特別支援学校同士で行う「交流及び共同学習」 

（※２）特別支援学校小・中学部の希望する児童生徒が居住する地域の小・中学校に個別に訪問して行う「交流及び共同学習」 

（※３）特別支援学級に在籍する児童生徒が学習や行事等において通常学級との交流をする「交流及び共同学習」 

④切れ目のない支援体制の構築 

   特別支援連携協議会の充実 

     特別な支援を要する子どもに関わる関係機関のネットワーク構築等に向け、乳幼児期から成人までライフステージに応じ 

た適切な支援が受けられる体制作りのための関係諸機関間の情報交換・意見交換を行います。 

   教職員研修事業の充実 

     特別支援教育の教育実践上の諸問題の解決に役立つ研修を行い、実践的指導力や経営力を高めるとともに社会の変化に対 

応する資質や力量の向上を図ります。また、個別の教育支援計画の活用と理解を推進します。 

⑤教育機会確保に向けた施策の充実 

   公立夜間中学に係る学び直し応援プランの策定及び支援体制の構築 

     「学び直し応援プラン」を策定し、夜間中学の生徒を対象とした支援体制の構築を図るとともに、毎年度実施する生徒 

アンケート結果を踏まえて支援体制の見直しをすることで、生徒のためになる、よりよい夜間中学の実現を目指します。 

   日本語指導に関わる教員等の研修の充実 

     日本語指導を必要とする児童生徒数の増加を踏まえ、教員による指導ができるように研修を進めていきます。その際、国 

の施策等を踏まえた指導を目指して、大学講師等、専門的な知識を有する講師の招聘を目指します。 

   日本語指導における多様な人材や場の活用 

     母語による適応指導や日本語指導を行う外国人児童生徒指導協力員や、日本語指導について学んでいる大学生ボランティ 

アを活用することで、効果的な日本語指導を目指します。また、落ち着いて日本語指導に取り組めるよう、外国人児童指導 

教室や日本語指導通級教室を整備します。 
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■小・中学校児童生徒数の推移 

 
校種 

年 

 

 

小   学   校 中   学   校 

学 校 数 学 級 数 児 童 数 学 校 数 学 級 数 生 徒 数 

昭和25年  14校    333学級  16,635人  7校   133学級  2,142人 

 30 26    541 1/2 24,936 13 231 11,325 

 35 36  583 26,862 18 276 13,148 

 40 44  703 27,134 21 335 14,385 

 45 57 1,097 41,076 26 392 15,955 

 50 83 1,811 67,570 36 574 23,154 

 55 99 2,365 91,041 44 837 34,370 

 60 110 2,150 80,307 51 1,079 44,864 

平成２年 110 1,890 61,850 52 977 36,686 

 ７ 114 1,698 51,695 54 913 27,621 

 12 118 1,560 46,539 56 701 23,477 

 15 119 1,629 48,679 56 664 22,250 

 20 120 1,822 52,781 57 714 22,644 

 21 120 1,844 52,941 57 745 23,308 

 22 120 1,854 52,848 57 745 23,346 

 23 117 1,854 52,569 57 767 24,076 

  24 116 1,857 51,734 57 769 24,313 

  25 113 1,833 51,037 56 784 24,558 

  26 113 1,838 50,518 56 785 24,511 

  27 112 1,814 49,857 55 791 24,565 

  28 112 1,805 49,318 55 775 24,302 

 29 111 1,823 48,535 55 767 23,994 

30 111 1,812 48,142 55 752 23,330 

令和元年 111 1,799 47,435 55 760 23,090 

 ２ 110 1,781 46,722 55 754 22,844 

 ３ 108 1,765 45,953 54 762 22,989 

 ４ 108 1,763 45,619 55 756 22,637 

 ５ 107 1,752 44,862 55 752 22,374 

 ６ 107 1,760 44,203 54 748 22,054 

 ７ 107 1,755 43,280 54 751 21,922 

  ※中学校は中等教育学校（前期課程）も含む 
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■学校施設整備計画 

 

１ 令和７年度の主な事業 

事 業 名 事  業  内  容 
事 業 費 

（千円） 

学 校 施 設 の 環 境 整 備 

学校施設の長寿命化を図るため、計画的な保全改修を行うとともに、時代の要求

水準に沿った施設環境・機能を改善するための質的整備を行う。 

 

大規模改造実施設計     小学校     1校 

中学校    4校 

大規模改造工事       小学校    2校 

中学校    2校 

外部改修実施設計      小学校    1校 

中学校    7校 

外部改修工事        小学校    1校 

中学校     4校 

 

2,772,210 

新 設 校 建 設 

宅地開発が進む幕張新都心若葉住宅地区における良好な教育環境確保のため、新

設校を建設する。 

建築工事、設備工事、外構工事 外 

5,224,899 

給 食 室 ・ 体 育 館 等 

冷 暖 房 設 備 整 備 

 

熱中症対策等の環境整備のため冷暖房設備を整備する。 

 

給食室冷暖房設備整備工事   小学校   15校 

体育館冷暖房設備整備実施設計 中学校  25校 

                           高等学校  1校 

特別支援学校 3校 

体育館冷暖房設備整備工事   中学校  28校 

                           高等学校  1校 

中等教育学校 1校 

既存冷暖房設備の更新等     小学校  10校 

                中学校  1校 

              特別支援学校 1校  

 

3,321,340 

エ レ ベ ー タ ー 設 置 

 肢体不自由な児童生徒が支障なく学校生活を送れるよう、エレベーターの設置を

推進する。 

 

  エレベーター設置工事    小学校   3校 

                中学校   3校 

  エレベーター設置実施設計  小学校    4校 

中学校   2校 

721,776 
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■研修及び研究奨励事業等の概要 

１ 研修 

（１）基本研修：経験者研修、新任時研修、事務職員研修、指定研修、推奨研修 

（２）専門研修：自己啓発研修、職務別研修 

（３）課題研修：自己啓発研修 

 

２ 教育研究奨励及び研修助成  

（１）現場研究員 39人           （５）団体研究委託 １団体（千葉市教育研究会） 

（２）21世紀を拓く課題研修11人         （６）教育研究奨励 23人（R6実績） 

（３）長期研修 6人            （７）次世代リーダー研修55人 

（４）海外派遣研修 休止           （８）教職員教育研究「研究論文の部」7人「実践記録の部」10人 

 

３ 児童・生徒の成果発表、学習会  

（１）絵をかく会               （６）生徒理科学習会 

（２）総合展覧会  （７）児童理科実験会、児童植物観察会、児童天文学習会 

（３）小学校音楽発表会  （８）中学校英語発表会 

（４）中学校音楽発表会  （９）文集・詩集「ともしび｣、読書感想文集「本だな」の発刊 

（５）理科研究相談会 （１０）小学校表現運動発表会 

 

４ 指導資料の作成及び配布 

（１）小・中学校用社会科指導資料集   （３）各種研究資料 

（２）千葉市の特別支援教育  （４）その他 

 

５ 副読本の配布（児童生徒用） 

（１）小学校３年生用「わたしたちの千葉市」、４年生用「かがやく千葉県」、高学年用「千葉市の海辺」 

（２）中学校用「未来を拓く千葉市」 

（３）中学校用「わたしの夢」、「ハローマイフューチャー」 
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■令和７年度研究学校 

１ 干葉市指定研究学校 

No. 学 校 名 研   究   主   題 研究部門 指定期間 
備考 

(公開予定) 

1 蘇我小学校 

課題解決力を高めながら、粘り強く取り組む子供の育成 

‐キャリア教育の視点をもち、生活科と総合的な学習の時間、体育科の指導を中

心として‐ 

教育課題 令7～8 ― 

2 鶴沢小学校 
多様な他者と関わり合いながら、学ぶ面白さを実感する児童の育成 

～協働的な学びを中心とした授業デザインを通して～ 
教育課題 令7～8 ― 

3 柏台小学校 
対話を通して主体的に学ぶ子どもの育成 

～一人一人が主人公となる国語科の授業づくりを通して～ 
教育課題 令6～7 ― 

4 生浜中学校 
ICT機器を用いた学びに向かう力を高める学習支援 

―基礎的・基本的な学力の定着を目指して― 
教育課題 令7～8 ― 

5 本町小学校 
学ぶことを楽しむ児童の育成 

―自分事として問題解決を楽しむ授業づくりを通して― 
学習指導 令7～8 ― 

6 稲丘小学校 
自らの考えをもち、豊かに表現する子供の育成 

～国語科「書くこと」領域の指導を通して～ 
学習指導 令7～8 ― 

7 
さつきが丘東小

学校 

基礎的、基本的な学力を身に付け、主体的に学ぶ子どもの育成 

～ICTを活用した算数科の学習を通して～ 
学習指導 令6～7 ― 

8 北貝塚小学校 「自ら考え、確かに学び合う児童の育成」 学習指導 令7～8 ― 

9 越智小学校 
地域を生かした特色ある学びの創造 

－生活科・総合的な学習を通して－ 
学習指導 令6～7 11月20日 

10 美浜打瀬小学校 
「自ら学び続ける児童の育成」 

～見通し・活動・ふり返りを大切にした、生活科・社会科の学習を通して～ 
学習指導 令6～7 11月21日 

11 都賀中学校 
学びに向かう力を育む教育実践のあり方 

－キャリア教育・カリキュラムマネジメントを意識した取組を通して－ 
学習指導 令6～7 10月31日 

12 打瀬中学校 
「深い学び」を実現するための授業改善 

～思考力・判断力・表現力を育みながら～ 
学習指導 令6～7 

10月28日 

10月29日 

13 磯辺第三小学校 
自分を友達をそして地域を愛する子供の育成 

～自己を見つめ、友達と学び合う道徳学習～ 
学習指導 令6～7 11月14日 

14 高浜中学校 

多様な文化・価値観をもつ人々と共生しながら、自らの思いや考えを表現できる 

生徒の育成 

－見取りを生かした全職員による日本語指導を通して－ 

国際理解

教育 
令7～8 ― 

15 千城台西中学校 

互いの個性を理解し、尊重しあいながら協働する生徒の育成 

―障害のある生徒と障害のない生徒による交流および共同学習の効果的な推進を

通して― 

特別支援

教育 
令6～7 ― 

16 都小学校 
一人一人の「できた」を大切にする体育学習 

～都ルーブリックの活用を通して～ 
体育指導 令6～7 11月13日 

17 稲浜中学校 
自ら主体的に課題解決に取り組む生徒の育成 

～協働学習における評価規準の在り方について～ 
保健体育 令7～8 ― 

18 幕張小学校 健康について考え、豊かな生活を創りだす子どもの育成 健康教育 令6～7 11月28日 
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２ 干葉市指定推進校 

① 幼・保・小関連教育推進 （〇は幹事校） 

学 校 名 行政区 期 間 

１ ○寒川小学校、新宿小学校 中央区 

令７ 

２ ○畑小学校、瑞穂小学校 花見川区 

３ ○小中台南小学校、小中台小学校 稲毛区 

４ ○千城台東小学校、千城台みらい小学校 若葉区 

５ ○椎名小学校、扇田小学校 緑区 

６ ○稲毛第二小学校、真砂第五小学校 美浜区 
 

② 学校支援地域本部推進事業 推進校 

学 校 名 期 間 

１ 新宿中学校   新宿小学校 

令７ 

２ 登戸小学校   稲毛中学校 

３ 稲毛小学校   小中台南小学校 

４ 星久喜中学校  星久喜小学校 

５ あやめ台小学校 草野小学校 
 

③ 消費者教育推進 推進校 

 

【その他】 

① ＮＩＥ実践校＜千葉県ＮＩＥ推進協議会＞ 

学 校 名 期 間 

１  園生小学校 令６～令７ 

２  幸町第二中学校 令７～令８ 
 

② ボランティア活動推進協力校＜千葉市社会福祉協議会＞ 

学 校 名 期 間 

１ 星久喜小学校 千草台小学校 みつわ台北小学校 稲浜小学校 こてはし台中学校 有吉中学校 令５～令７ 

２ 幕張中学校 山王小学校 坂月小学校 誉田小学校 末広中学校 幸町小学校 令６～令８ 

３ 弁天小学校 西の谷小学校 小中台中学校 更科中学校 大木戸小学校 高浜海浜小学校 令７～令９ 

 

③ 千葉市環境学習重点実施校＜環境保全部脱炭素推進課＞ 

Ｎo 学  校  名 種別 期 間 Ｎo 学  校  名 種別 期 間 

1 仁戸名小学校 

小学校 令７ 

7 松ケ丘中学校 

中学校 令７ 

2 作新小学校 8 幕張本郷中学校 

3 こてはし台小学校 9 稲毛中学校 

4 大宮小学校 10 加曽利中学校 

5 小谷小学校 11 越智中学校 

6 高洲第三小学校 12 幕張西中学校 

学 校 名 期 間 

１  花見川中学校   新宿小学校 令７ 
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■学校体育・学校保健・学校給食 

１ 教職員研修 

（１）経営研修 

体育・保健体育主任、保健主事、保健指導主任、養護教諭、給食指導主任、栄養教諭、学校栄養職員、給食従事職員、安全指導

主任、各研修会 

（２）専門研修 

小学校陸上審判講習会、体育指導者合宿講習会、学校体育経営推進研修会、栄養教職員研究協議会、学校体育実技指導者講習会 

他に、教育センター主管のもとに、表現運動実技研修講座、小学校体育科・中学校保健体育科、健康教育講座、食と健康講座 

（３）派遣事業 

学校体育実技指導協力者派遣事業、中学校部活動指導者派遣事業、中学校部活動指導員配置事業、小学校プール管理補助員派遣事業 

 

 

２ 学校体育関係事業 

（１）大会・発表会 

・小学校関係 表現運動発表会、陸上大会、球技大会 

・中学校関係 市総合体育大会､市新人スポーツ大会、県及び関東・全国体育大会選手派遣 

 

（２）運動能力検定・運動能力証合格状況（令和６年度） 

 

 

 

 

 

市小学校運動能力検定はR4をもって廃止 

 

（３）泳力調査結果（令和６年度） 

 

 

 

 

   

 

３ 学校保健関係事業 

（１）定期健康診断より体位平均値（令和６年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 

種 類 

 

 

類 

 

合格者合計 
 

合格率 
 

県 運動能力証(小学校) 3,310  22.0% 

〃   〃  (中学校) 4,696  21.7% 

学 年 ５ 年 ６ 年 

割合(%） 46.6 52.1 

学  年 １ 年  ２ 年 ３ 年 

割合(%） 34.3 41.3 48.3 

            

・中学校（50ｍ以上泳げる者の割合） ・小学校（25ｍ以上泳げる者の割合） 

小中別 小   学   校 中   学   校 

学年 

 

項目 

５ ６ １ ２ ３ 

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

身長 ㎝ 140.0 141.4 146.4 148.0 154.3 152.7 161.3 155.1 166.3 156.5 

体重 kg 35.6 35.3 40.0 40.1 45.5 44.8 50.7 47.7 55.8 49.9 

座高 ㎝ 平成28年度より実施なし 

 

性別 
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対 象 者 １次受診者数 ２次受診者数 精検受診者数 所 見 者 数 

66,620 65,193 1,675 181 116 

 

 

 

 

受診対象者 受診者数 有 所 見 者 数 異常なし 

３Dスコリオ 小 ６ 年 7,572 1,026   6,546 

側弯症ｴｯｸｽ線検診 小・中学生 2,359 
次 年 度 
再  検 530 画像判定 382  1,447 

デジタル画像判定結果 小・中学生 382  要治療  28 要観察 354  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 問診調査 精 密 検 査 

 問診調査実施者 精密検診検討者 書類審査のみ 精密検診受診者 有所見者 異常なし 

小 学 校 44,165 199 11 184 0 184 

中 学 校 21,989 72 2 66 0 66 

特別支援学校 181 1 0 1 0 1 

（２）心臓疾患健診（令和６年度） 

 

（３）学校尿検査（令和６年度） 平成17年度より経過観察者も２次受診、精検は新規者のみ受診（真砂中かがやき分校は除く） 

（４）脊柱側弯症検診（令和６年度） 

（５）結核健診（令和６年度） 

（６）口腔衛生指導（令和６年度） 

歯 科 衛 生 士 学 校 数 
指 導 内 容 別 対 象 者（人） 

歯 み が き 指 導 保 護 者 参 観 

6（内5は会計年度任用職員） 153（内 特別支援学校3） 13,802 373 

  

心電図検査 

対 象 学 年 受診者数 所見者数 異常なし 

小  学  校  １  年 6,921 216 6,705 

中  学  校  １  年 7,143 256 6,887 

特 別 支 援 学 校 小 １ ､中 １ 年 44 3 41 

精密検査 

精密検査対象理由 学校別 受診者数 要 管 理 管理不要 

心 電 図 検 査 か ら 

小 54 17 37 

中 69 25 44 

特 0 

２９ 

0 0 

前 年 度 か ら の 経 過 観 察 者 

小 29 17 12 

中 29 7 22 

特 0 0 0 

定 期 健 康 診 断 か ら 

小 14 3 11 

中 6 2 4 

特 0 0 0 
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（７）歯と口の健康つくり啓発事業（令和６年度） 

 ○実施校 

区  分 

 

学  年 テ ー マ 

小 学 校 

低 学 年 「歯を大切にしよう」、｢第一大臼歯を大切にしよう」 

中 学 年 ｢歯のつくりと働きを知ろう」 

高 学 年 ｢むし歯や歯周病を予防しよう」 

中 学 校 ｢自分の健康は自分で守ろう」 

 

○指導内容一実施時間小学校45分、中学校50分で行う 

○１学級につき、２名の歯科医師と担任が担当 

（８）自然教室推進事業（令和６年度） 

場 所 実施学校数 対 象 学 年 学 級 数 生 徒 数 

国立赤城青少年交流の家 20校  ２学年 86 3,012 

国立那須甲子青少年自然の家 34校 ２学年 125 4,291 

 

（９） 日本スポーツ振興センター（令和６年４月加入） 

学  校  種  別 加 入 者 数 （人） 共 済 掛 金 額 （円） 

小    学    校 44,332 41,042,980 

中    学    校 22,093 20,410,555 

特 別 支 援 学 校  421 685,315 

合       計 66,846 62,138,850 

 

  ○加入者数及び共済掛金額 

中途加入者 270人を含む 

○共済給付金 

      55,477,529円 

      ・医 療 費 55,477,529円     7,139件 

      ・障害見舞金          0円      0件 

      ・死亡見舞金          0円      0件 

  ○学校管理下の災害における請求件数    8,960件 

  ○場所別災害発生件数                                    （件） 

     場 所 

 学校種別 
校 舎 内 校 舎 外 学 校 外 合   計 

小 学 校   991   736 219 1,946 

中 学 校   833   634 271 1,738 

合 計 1,824 1,370 490 3,684 

 

実施中学校区 実 施 日 学 校 名 児童生徒数（人） 担当歯科医師（人） 

大宮中学校区 
10月24日 大宮小学校 177 8 

9月26日 大宮中学校 88 4 

稲浜中学校区 

11月28日 
稲毛第二小学校 555 

6 

12月5日 11 

12月12日 稲浜小学校 234 10 

10月3日 稲浜中学校 292 11 

合計 1,346 50 
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（10） 医療費援助事業（令和6年4月～令和7年3月）              上段：（人） 下段：円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※表の空欄は0人、0円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学

校

種

別 

疾病種別 

 

 

準要別 

ト
ラ
コ
ー
マ 

結

膜

炎 
中

耳

炎 

副

鼻

腔

炎 

ア
デ
ノ
イ
ド 

う

歯 

皮

ふ

疾

患 

寄

生

虫

病 

合

計 

小

学

校 

要 保 護 
 
 

 
 

 
 

 
 

（2） 
55,340 

  （2） 
55,340 

準 要 保 護 
 
    

 （3） 
9,485 

  （3） 
9,485 

計 
 
    

 （5） 
64,825 

  （5） 
64,825 

中

学

校 

要 保 護 
 
 

 
 

  
 

（2） 
10,240 

  （2） 
10,240 

準 要 保 護 
 
 

    
 

（1） 
4,660 

  （1） 
4,660 

計 
 
 

    
 

（3） 
14,900 

  （3） 
14,900 

合   計 
 
    

 （8） 
79,725 

 
 （8） 

79,725 

 

  ○場合別災害発生件数                                    （件） 

場合 
 

学校種別 

各 教 科 
課外指導 休 憩 時 登 下 校 

特別活動 
合 計 

体 育 そ の 他 学校行事 
児童 
生徒 活動 

小 学 校 550 112 52 781 153 94 204 1,946 

中 学 校 438 30 916 178 29 98 49 1,738 

合 計 988 142 968 959 182 192 253 3,684 

 

  ○災害種類別被災人数                                        （人） 

災害 
 
 

学校種別 

骨

折 

捻

挫 

脱

臼 

挫

傷 

打

撲 

挫

創 

切

創 

刺

創 

割

創 

裂

創 
擦

過

傷 

熱

傷 

火

傷 

歯
牙
破
折 

そ

の

他 

合

計 

小 学 校 488 378 44 652 122 23 13 24 31 14 16 141 1,946 

中 学 校 504 386 36 479 38 12 3 4 3 5 9 259 1,738 

合  計 992 764 80 1,131 160 35 16 28 34 19 25 400 3,684 
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４ 学校給食の状況 

（１） 実施状況（令和７年５月１日現在） 

○小学校 ＊新宿小分教室、都賀小は共同調理場方式 ○特別支援学校 

 

○中学校等 ＊各給食センターそれぞれ２献立方式採用 

 

（２） 給食費（平成31年4月～） 

 

 

 

 
 

 

（３） 就学奨励事業（令和６年度） 

 

（４） 第３子以降学校給食費無償化（令和６年度） 

区分 対象人数（人） 免除額（円） 

小学校 4,046 203,768,902 

中学校 1,498 84,208,976 

養護学校 

第二養護学校 
18 998,996 

合計 5,562 287,977,878 

 

 

 

 

方 式 学校数(校) 児童数(人) 実施率  方 式 学校数(校) 児童・生徒数(人) 実施率 

単独調理場方式 106 42,711 100％ 単独調理場方式 2 347 100％ 

方 式 給食センター名 
学校数 
(校） 

担 当 中 学 校 等 
生徒数 
(人） 

実施率 

共 同 調 理 場 

方 式 

新 港 学 校 

給 食 セ ン タ ー 
19 

緑町・小中台・新宿・蘇我・轟町・千草台・幸町第一・幕張

西・高浜・幸町第二・稲浜・打瀬・磯辺・真砂・高洲・稲毛国

際中等教育学校・高等特別支援学校・新宿小分教室・都賀小 

7,806 100％ 

こ て は し 学 校 

給 食 セ ン タ ー 
15 

花園・犢橋・幕張・稲毛・こてはし台・さつきが丘・草野・

都賀・みつわ台・緑が丘・天戸・山王・朝日ケ丘・幕張本郷・

花見川 

6,272 100％ 

大 宮 学 校 

給 食 セ ン タ ー 
23 

加曽利・末広・葛城・椿森・生浜・誉田・松ケ丘・白井・更科・

川戸・土気・千城台西・星久喜・大宮・千城台南・若松・貝塚・越

智・泉谷・土気南・有吉・大椎・おゆみ野南 

8,446 100％ 

計 57 

 

 22,524 100％ 

区     分 一 食 単 価（円） 

小 学 校 
低 学 年 270 

高 学 年 288 

中  学  校 320 

区 分 
準要保護児童・生徒給食費補助 特別支援学級児童・生徒給食費補助 

対象人数（人） 補助額（市費）（円） 対象人数（人） 補助額（国費及び市費）（円） 

小 学 校 3,067 144,568,674 463 11,032,278 

中 学 校 1,869 100,556,300 196 5,121,244 

計 4,936 

 
245,124,974 659 16,153,522 
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■特別支援教育 

１ 特別支援学校、特別支援学級及び通級指導教室の設置状況                  令和７年5月1日現在 

 

種 別 

学級数 

児童生徒数 

特別支援学校 特別支援学級 通級指導教室 
合 

 

計 

知的障害 知的障害 自閉・情緒 
病弱・ 

虚弱 

肢体 

不自由 
言語 難聴 ＬＤ等 

小 中 高 小 中 小 中 小 中 小 小 小 小 中 高 

 24 14 37 108 50 107 52 8 1 6      407 

学 級 数   (1)             (1) 

           〈42〉 〈6〉 〈17〉 〈9〉 〈2〉 〈76〉 

 122 68 248 421 203 388 225 8 1 6      1,690 

児童生徒数   (1)             (1) 

           〈664〉 〈41〉 〈199〉 〈144〉 〈14〉 〈1,062〉 

 

 

 

 

 

 

２ 特別支援学校 

知的発達の遅滞があり、意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする子ども及びその程度には至らないが、社

会生活への適応が著しく困難な子ども等を対象にして、生活上必要な知識や技能、態度を身に付けさせ、社会的に自立できる人間

を育成するため昭和39年４月、千葉市立養護学校を開校した。 

次いで、障害のある児童生徒の急増と養護学校の義務制に対応して、昭和53年４月に千葉市立第二養護学校を開校した。 

また、昭和54年の養護学校の義務制の実施により、在宅していたり、施設に入っていたりする障害のある児童生徒に対する訪問

教育を養護学校に移管して実施している。 

平成３年４月、千葉市花見川区大日町に県立千葉養護学校（知的障害）が開校された。（現県立千葉特別支援学校）これにより、

稲毛区・美浜区・花見川区が県立の学区となり、中央区・若葉区・緑区が市立の学区となった。 

平成３年９月、千葉市立養護学校は全面改築により新校舎に移転し、特別支援教育の一層の充実に努めている。 

平成25年４月、千葉市美浜区真砂に軽度の知的障害のある生徒を対象にし、社会自立・職業自立を目指す千葉市立高等特別支援

学校を開校した。 

 

３ 特別支援学級等 

特別支援学級と通級指導教室の設置校は、小学校105校、中学校47校、高等学校2校、計154校で、学級数は上表のとおりであ

る。 

小学校の知的障害学級では、児童の特性に応じて基本的生活習慣の確立、体力づくり、社会生活に必要な言語や数量などの指導

を行っている。中学校の知的障害学級では、対人関係や集団参加を円滑にするための指導や、職業生活･家庭生活に必要な知識･技

能、態度を身に付ける指導も行っている。近年、通常の学級の児童生徒や地域の人たちとの交流及び共同学習が活発に行われ、理

解と認識が深まる等多くの成果を得ている。 

自閉症・情緒障害学級は、小・中学校に設置している学級の他、千葉市立青葉病院内にも設置している。対象児童生徒は年々増加

傾向にあり、医学的見地からの助言も得ながら、指導に万全を期している。 

病・虚弱学級は、千葉市立海浜病院に院内学級１学級と他に 7学級、計 8学級を設置し、体調、病状を把握しながら指導を行っ

ている。肢体不自由学級は、6学級を設置している。 

言語障害・難聴学級は、平成６年度から徐々に通級指導教室に切替え、令和元年度に全てが通級に移行した。現在、言語障害通級

指導教室を14校42教室、難聴通級指導教室を4校6教室設置している。平成13年度から、中学校通常の学級に在籍している難聴

生徒に対して、県立千葉聾学校の教員による通級指導が聾学校通級サテライト教室（今年度１校）において実施されている。 

・特別支援学校の学級数、児童生徒数欄の（ ）は訪問教育の数で内数。 

・自閉・情緒は市立青葉病院の病院内学級を含む。 

・病弱・虚弱は、市立海浜病院の病院内学級を含む。 

・通級指導教室は〈 〉で外数。 
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また、平成14年度に、通常の学級に在籍している情緒障害児童生徒に対して指導を行う情緒障害通級指導教室を設置した。その

後、平成19年度より名称をＬＤ等通級指導教室とし、知的発達の遅れがなくＬＤ等の発達障害のある児童生徒への通級による指導を

行っており、現在、小学校は緑区のみ2校、緑区以外の各行政区に１校ずつ、令和３年度には中学校も各行政区に１校ずつ設置し、

小・中学校を合わせて26教室設置している。また、平成30年度には稲毛高校、令和４年度には千葉高校にも設置した。 

 

４ 就学相談及び就学支援 

障害のある児童生徒の就学については、学識経験者、医師、教育職員等20人からなる就学支援委員会を組織するとともに、教員

42人を調査員として委嘱・任命し、調査等を常時行える体制を整え、養護教育センターとの連携を図りながら、望ましい就学支援

ができるように万全を期している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 30 - 

 

■教育センター 

 

本市教育の充実と発展のため以下の事業を推進する。 

教育課題解明のための調査・開発研究、教職員の資質能力の向上を目指す教職員

研修、教育内容の質的向上に資する資料収集と情報提供、情報教育推進のための調

査研究及び教育情報ネットワーク（CABINET）や児童生徒１人１台端末に関する業

務、児童生徒等に対する教育相談を行う。 

 

〔各班の事業概要〕 

◆情報教育・広報班 

１ 事業方針 

（１）ＩＣＴ機器及び情報通信網の運用と情報教育に関する指導・助言を行う。 

（２）ＩＣＴ機器及び情報通信網を活用した情報教育に関する調査及び研究を行う。 

（３）ＩＣＴ機器及び情報通信網の利活用や情報教育の推進に関する学校への支援を行う。 

（４）学校における研究・研修・学習指導を支援するため、教育に関する広報及び教育資料や情報の収集・整備・提供を行う。 

（５）学校ホームページ・教育センターホームページの充実と教育情報・学校情報等の拡充に努める。 

 

２ 事業計画 

（１）ＩＣＴ機器及び情報通信網の運用と情報教育に関する指導及び助言 

①CABINETの運用・保守 

②児童生徒１人１台端末の運用・保守 

③教職員研修及び校内研修の充実 

情報活用能力の育成を図るための教職員研修や情報セキュリティ研修（オンデマンド）を開催する。 

また、希望に応じて夜間講座や出前講座など、教職員の実情に合わせた研修を実施する。 

④情報教育に関する資料・情報の提供 

教職員向けポータルサイトを更新し、最新の情報の提供に努める。 

⑤GIGAスクール構想第２期に向けた運用方針の検討及び１人１台端末の更新 

（２）情報教育に関する調査及び研究 

①学校教育におけるＩＣＴ活用と情報教育の推進 

学校における児童生徒の主体的な問題解決学習を支援するため、学習コンテンツの整備を行う。 

②学校教育におけるＩＣＴ活用と情報教育の推進 

千葉市版「情報活用能力体系表」を周知し、各学校が系統的・段階的に情報活用能力を育成できる体制を構築する。 

③情報活用能力に関する研究 

情報モラル・情報セキュリティを子供自ら能動的に獲得していく指導のあり方について解明する。 

④情報教育に関する調査の実施 

文部科学省実態調査、千葉市独自の情報教育実態調査、「教育の情報化」に関する実態調査を継続して実施する。 

（３）ＩＣＴ機器及び情報通信網の利活用や情報教育の推進に関する学校への支援 

①各学校のＩＣＴ活用自走体制の強化に向けた出前講座等の実施 

②教職員の希望に応じた各種研修の実施及び校内推進リーダーの育成 

（４）教育に関する情報の収集・整備・提供 

①教育資料・教育情報の提供 

「教育センターNews」を発信し、最新の情報の提供に努める。 

②教育情報・学習情報の電子情報化の推進 

教育情報・学習情報を迅速かつ的確に提供するため、電子情報化を図り、ネットワークによる情報提供を進める。 

（５）ホームページの管理運営 

①学校ホームページの更新促進と作成支援 

②教育センターホームページの充実 

③１人１台端末用ポータルサイト「GIGA@CHIBA」の管理運営 

 

学校教育部所属 

第２類教育機関 

▲教育センター 
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◆教育研究・総務班 

１ 事業方針 

（１）新しい時代の教育の創造を目指し、教育課題を解明するために、教育を取り巻く諸条件や教育課題などに関する調査研究及び

開発研究の推進を図る（課題研究の推進）。 

（２）「わかる、使える、役に立つ」教育研究成果の普及に努める（研究成果の普及）。 

（３）教職員としての資質と指導力の向上を図るため、自主的な研究や実践を発表する場と機会を設け、努力を称揚し成果を各学校

の教育活動に役立てる（研究の奨励）。 

（４）全国教育研究所連盟、関東地区教育研究所連盟、指定都市教育研究所連盟、千葉県教育研究所連盟等に加盟し、共同研究を推

進する（共同研究の推進）。 

（５）教育センターの各班間および関係部局との連絡調整、庶務、予算及び経理、施設設備の維持管理に関する業務を行う（総務）。 

 

２ 事業計画 

（１）課題研究の推進 

①市の教育施策や国・他府県・政令市の動向を踏まえ、先見性のある課題研究を進める。 

②現場のニーズや問題の所在を把握して課題設定を行い、必要度の高い研究を推進する。 

③他班の業務に関する教育課題や懸案事項の解決のための班研究をサポートする。 

ア 授業改善に関する研究   イ 情報活用の力に関する研究   ウ キャリア教育に関する研究  

エ 教職員研修に関する研究  オ 教育相談に関する研究    カ 校内研究に関する研究  

  ④千葉市学力状況調査・意識調査の分析を行う。 

  ⑤全国学力・学習状況調査の結果をまとめる。 

 

（２）研究成果の普及 

①千葉市教育情報ネットワーク（CABINET）及び１人１台端末用ポータルサイト「GIGA@CHIBA」等による成果の配信 

②出前講座による積極的な研究成果の普及 

③研究協力員・研究協力校との連携 

研究協力員の在籍校や研究協力校を中心に実践を広げるよう働きかける。 

（３）研究の奨励 

①第46回千葉市教職員教育研究発表会を実施し、教職員の資質と指導力の向上を目指す。 

②長期研修生が研究・研修の成果を上げられるよう、適切な共通研修の運営に努める。  

（４）他の教育研究機関との共同研究 

他の教育研究機関との共同研究を推進することにより、本市の教育課題の解明に役立てる。 

①全国教育研究所連盟への参加・協力 

②関東地区教育研究所連盟事業への参加・協力（令和６年度については、第１回研究協議会において研究成果を発表） 

③指定都市教育研究所連盟との共同研究推進 

④千葉県教育研究所連盟との共同研究推進 

（５）教育関係図書・雑誌・資料の収集と管理 

①教育専門図書資料室としての機能を果たすため、教育関係者の利用に資する図書を各分野にわたって収集する。 

教育関係機関、出版社及び市内各学校から教育情報・研究紀要・調査報告書を収集し教職員の活用に資する。 

 ②教育図書・資料を迅速かつ適切に提供するために、図書検索システムを活用する。 

 

＜教育関係図書・教育関係雑誌・教育関係資料＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度 令和７年度予定数 

教育関係図書 20,825冊 20,961冊 

教育関係雑誌 19,186冊 19,454冊 

教育関係資料 18,910冊 19,017冊 
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◆教職員研修班 

１ 事業方針 

教職員に望まれる資質能力の向上を目指した教職員研修を推進することで、学習指導や生徒指導に係る指導力の向上を図るとと

もに、教職員自身の豊かな人間性を培う。 

また、それぞれの年齢や経験年数を踏まえ、キャリアステージに応じて主体的に研修を受講できるような研修プログラムを企画

し、教職員の専門的能力の向上を図る。 

２ 事業計画 

「千葉市教職員研修体系」に基づき、基本研修、専門研修等を実施する。 

（１）基本研修 

①経験者研修（節目の研修として、各層において基本的に必要となる資質能力の向上を図る。） 

②新任時研修（校長、教頭、教務主任の新任時に、職務遂行上必要な基本的事項を学び、識見と職能の向上を図る。） 

③事務職員研修（事務職員の職務において必要とする資質能力の向上を図る。） 

④指定研修（千葉市の教育課題の解決のために必要な資質及び指導力・経営力等の向上を図る。） 

⑤推奨研修（講師を対象に千葉市教職員に必要な基礎的知識や技能の習得を図ったり、採用２・３年目を対象に初任者研修で身

に付けた基礎的・基本的な力をもとに実践的指導力の促進を図ったりする。） 

（２）専門研修 

①指導力の向上を目指し、見識を広めたり深めたりするために教育課題に対応した研修を実施し、教職員としての資質能力の向

上を図る。 

②職能に応じた研修 

校長、教頭、教務主任、学年主任、学級担任、養護教諭、栄養職員、学校事務職員等、職能別にその力量の向上を図る。 

（３）課題研修 

  ①出前講座（各学校の特色ある教育活動を支援） 

  ②夜間講座（個々の教職員のニーズに合わせ、教科や学級経営等の指導力の向上を支援） 

（４）派遣研修 

  ○次世代リーダー研修 

本市の学校教育の課題解明に向け、成果をあげている他都道府県等で実施される公開研究会等へ教職員を派遣し、その成果の 

反映による本市学校教育の発展・充実を図る。 

 

＜令和７年度教職員研修講座の特徴＞ 

（１）基本研修 

各層、各職における受講者の主体的な研修となるように課題別・参加型研修の充実を図る。また、指定研修として「情報セキュ

リティ研修」「CABINET取扱責任者研修」「CABINET校務支援システム操作研修」「CABINET校務支援システム調査書作成研修」「不登

校支援担当者研修」「小学校不登校支援研修」「小学校プログラミング教育研修」「CABINET校務支援システム年度更新設定研修」「1

人１台端末活用研修」、推奨研修として「リレー研修（２年目）」「リレー研修（３年目）」「講師対象研修」を実施する。 

職務に関する経験や技を次代に繋げるため、先輩教職員を現場講師として活用し、効率的かつ効果的な研修を実施する。 

（２）専門研修 

①「わかる授業」「楽しい教室」「夢広がる学校」の枠組みで、キャリアステージに応じて教職員のニーズに応える研修講座を実

施する。 

②「わかる授業」充実のため、千葉市教育研究会と連携を強化することにより講座内容を一層充実させる。 

③千葉市の研修体系に基づき、教職員のキャリアステージに応じた経験層による研修のねらいを明確にする。 

④科学館・郷土博物館・動物公園・少年自然の家などと連携を図り、研修を進める。 

⑤現代的な課題に対応する講座として「アフタヌーンセミナー」を実施する。 

（３）課題研修 

①「学校における子供理解」や「授業改善」「学習評価」「ギガタブ活用」「研修受講のすすめ」等の講座を、学校現場のニーズに

応じて出前講座として実施する。 

②若年層を中心とした教師力の向上を目指し、個々の教職員のニーズに合わせ、教科指導や学級経営に必要な具体的指導技術の

習得のため、夜間講座を実施する。 
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＜教育センターにおける研修講座の構成＞  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

◆教育相談班 

１ 事業方針 

教育上の問題や悩みを持つ幼児・小学生・中学生・高校生・高校生年齢の青少年とその保護者及び教職員のための教育相談の充

実を図るとともに、市民及び教職員を対象とした教育相談に関する広報活動の推進を図る。 

２ 事業計画 

（１）教育相談事業 

○教育上の悩みを持つ幼児・小学生・中学生・高校生・高校生年齢の青少年及びその保護者、教職員の相談を実施し、その理解

 研修の区分 事  業  名 

基 

本 

研 

修 

経 験 者 研 修 

（４講座） 

初任者研修 

５年経験者研修 

中堅教諭等資質向上研修 

20年経験者研修 

新 任 時 研 修 

（３講座） 

新任教務主任研修 

新任教頭研修 

新任校長研修 

事務 職員研修 

（５講座） 

初任事務職員研修 

事務職員全体研修 

事務職員キャリアアップ研修 

事務職員昇任時・経年時研修 

事務職員地区別研修 

指 定 研 修 

（９講座） 

情報セキュリティ研修 

CABINET取扱責任者研修 

CABINET校務支援システム操作研修 

CABINET 校務支援システム調査書作成研修  

不登校支援担当者研修 

小学校不登校支援研修 

小学校プログラミング教育研修 

CABINET 校務支援システム年度更新設定研修  

1人１台端末活用研修 

推 奨 研 修 

（２講座） 

リレー研修（２年目、３年目） 
講師対象研修(講師経験３年未満対象) 

 研修の区分 事  業  名 

専 
 

門 
 

研 
 

修 

わ
か
る
授
業 

授業力の 

向上 

（39講座） 

教科等学習指導法講座（市教研連携講座） 

小学校外国語活動・外国語科 

自由進度学習 

キャリア教育       など 

情報教育の

推進 

（11講座） 

情報モラル教育の進め方 

教育用統合ソフトの活用 

小学校プログラミング講座   など 

楽
し
い
教
室 

子供理解 

と支援 

（16講座） 

子供の不安への対処力を育てる 

エンカウンターを生かした学級づくり 

Ｑ－Ｕを活用した学級経営 

不登校の子供の気持ちを考える 

性の多様性から学ぶ 

日本語指導の在り方 

福祉教育 

笑顔あふれる学級作り  など 

夢
広
が
る
学
校 

今日的課題と

幅広い教養 

(3講座） 

学校の危機管理・保護者対応 

健康教育 

食と健康 

教職員の 

幅広い教養 

（16講座） 

アフタヌーンセミナー 

現地研修（国語・社会・理科） 

科学館講座 

動物公園講座 

自然の家講座 

郷土教育講座 

ナナメウエを意識する働き方改革講座 

ウェルビーイングな学校づくり 

パラスポーツ実技研修 など 

公
開
講
座 

教育相談 

公開講座 

（１講座） 

教育相談公開講座 

課 

題 

研 

修 

出前講座 

学校における子供理解 

カリキュラム・マネジメントの推進 

ギガタブの効果的な活用 

自律的な研修受講のすすめ など 

夜間講座 

小・中学校における学級経営 

単元内自由進度学習 

中学校進路指導 など 
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や対応について助言・支援を行う。 

・電話相談（随時）    ・教育支援センター（ライトポート花見川・若葉・中央・美浜・緑・稲毛）の運営 

・来所相談（予約制）    

・医療相談（予約制）    

・家庭訪問相談員派遣   ・家庭訪問カウンセラー派遣 

・小学校グループカウンセリング活動 

・中学校グループカウンセリング活動 

（２）研修・研究事業 

○教育相談に関する知職・技能の習得及び教職員の資質能力の向上を目指した研修を行う。 

＜講座等＞ 

・子供の不安への対処力を育てる ・カウンセリングマインドに磨きをかける 

・シグナルⅡを活用した学級づくり ・誰もが行きたくなる学級づくり 

・エンカウンターを生かした学級づくり ・Ｑ－Ｕを活用した学級経営 

・対人関係ゲームを生かした学級づくり ・不登校支援担当者研修 

・子供への援助の在り方を事例から学ぶ ・小学校不登校支援研修 

・不登校の子供の気持ちを考える           ・ライトポート、グループ活動担任連絡会 

（３）広 報 

○いじめや不登校の未然防止と児童生徒へのより積極的なかかわりを目指して、教育相談活動への理解の深化と定着を図る。 

・「教育センターNews」等による啓発活動        ・「教育相談の案内」を全家庭及び全教職員に配布 

・教育相談研修講座で既刊の手引書等の活用       ・ホームページに事業内容紹介 

・ギガタブを活用した「教育相談チャンネル」の実施 

 

３ 教育相談実施状況（令和６年４月１日～令和７年３月３１日） 

 

電話相談 就学前 小学生 中学生 高校生 在宅 教職員 計 

件   数 3 1,222 1,661 124 65 2,572 5,647 

 

来所相談 就学前 小学生 中学生 高校生 その他 教職員 計 

件   数 1 210 239 38 1 71 560 

延べ回数  2 1,737 1,786 340 19 71 3,955 

 

教育支援センター 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 計 

ライトポート花見川 0 6 9 8 15 12 7 29 17 103 

ライトポート若 葉 1 2 3 4 6 4 10 13 12 55 

ライトポート中 央 0 4 3 3 15 7 13 20 23 88 

ライトポート美 浜 1 2 6 7 11 10 9 19 24 89 

ライトポート  緑 1 2 2 3 7 0 6 7 7 35 

ライトポート 稲 毛 0 0 0 3 8 3 6 12 10 42 

合   計 3 16 23 281 62 36 51 100 93 412 

 

家庭訪問相談員 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 計 

派遣件数 2 7 8 9 13 15 25 22 20 121 
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■ 養護教育センター 

 

 

 本市の特別支援教育の充実及び振興を図るため、障害等のある子ど

も・保護者や教職員からの相談、特別支援教育に関する教育研究、教育

関係職員等の専門的資質の向上を目指す研修、特別支援教育に関する資

料収集と情報提供を行う。 

 

〔各班の事業概要〕 

 

◆総務・研修班  

１ 事業方針 

（１）特別支援教育全体に係る事項の指導と企画の推進に努める。 

（２）学校訪問等を通じて、指導内容や方法の改善・充実を図る。 

（３）文部科学省・県教育委員会及び外郭団体等との折衝・協議を行い、特別支援教育を推進する。 

（４）特別支援教育関係職員及び通常の学級担任等を対象とし、教育実践上の諸問題の解決に役立つ研修を行い、専門職としての資

質と指導力の向上を図る。 

（５）特別支援教育に関する図書・資料等を収集・整理し、関係職員の利用に供するとともに、特別支援教育指導資料を作成し、実

践上の支援を図る。 

（６）広報や教育講演会を通して情報を提供し、広く市民に特別支援教育の理解推進を図る。 

 

２ 事業計画 

（１）特別支援教育指導員配置事業       （６）教育支援課業務との連携 

（２）特別支援教育介助員配置事業       （７）その他特別支援教育に関する事項全般 

（３）学校生活サポート事業         （８）教職員研修事業 

（４）特別支援教育体制構築の推進      （９）特別支援教育の情報収集と広報活動 

（５）特別支援教育コーディネーター研究協議会 

 

 

「千葉市教職員研修体系」を基に、基本研修と専門研修を実施する。 

①基本研修 

・新任特別支援教育担当教員を対象に、基本的に必要となる資質力量の向上・充実を図るための研修 

・特別な支援を要する児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じて適切な教育的支援を行うため、学校における特別支援教育 

の推進役となるコーディネーターの養成を図るための研修 

②専門研修 

・特別な教育的ニーズに対応するための研修 

・学習指導等の充実のための研修 

・心理検査法の習得と活用のための研修 

・特別支援教育の理解・推進のための研修 

 

＜令和7年度教職員研修講座の特徴＞ 

基本研修講座2講座、専門研修講座33講座、合計35講座を開設する。 

ア 特別支援教育を取り巻く多様なニーズに応える幅広い講座の提供 

イ 通常の学級担任のニーズに応える講座内容の工夫 

ウ 体験・演習を重視した講座の実施 

エ 特別支援教育の今日的課題を踏まえた講座内容の工夫 

オ 市民を対象とした特別支援教育への理解を深めるための教育講演会の充実 

 

 

学校教育部所属 

第２類教育機関 

▲養護教育センター 
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研修の構成 講 座 名 

基本研修 

新任特別支援教育
担当教員研修 

①知的、自閉症・情緒障害特別支援学級担任対象 

②言語障害・難聴通級指導教室担当対象 

③ＬＤ等通級指導教室担当対象 

④病弱・虚弱（病院内学級）特別支援学級担任対象 

⑤肢体不自由特別支援学級担任対象 

新任特別支援教育コーディネーター研修 

専
門
研
修 

特別な教育

的ニーズへ

の対応 

・発達障害 基礎講座（理論と演習） ・発達障害 発展講座（事例検討） 

・子供の特性に配慮した学習・生活支援（小中学校編）  

・合理的配慮に基づいた個別の教育支援計画の作成と活用（小中学校編） 

・発達障害のある子供の進路・就労について学ぶ       ・学級経営のユニバーサルデザイン 

・授業のユニバーサルデザイン                  ・気になる子供の見立てと支援-応用行動分析を用いて- 

・気になる子供へのSST               ・読み書きが困難な子への指導   

・支援が必要な子供をつつむ学級集団づくり      ・気になる子供と保護者を支える教育支援 

・特別支援教育コーディネーター実践講座       ・医師から学ぶ発達障害の理解と対応 

・今、知っておきたい特別支援教育 -インクルーシブ教育システム構築と合理的配慮- 

・特別な支援を必要とする子供の性教育‐子供の思春期にどう向き合うか‐ 

・子供の「困った」に対する理解と支援（特別支援教育指導員配置を通して） 

・学級で生かせる手あそびうた -歌って、遊んで、心ふれあう- 

・学級で生かせる体育の指導 –こころとからだを拓く表現運動・ダンス- 

・学級で生かせることばの指導 -ことばやきこえの指導（基礎）- 

特別支援教
育の理解推
進 

・特別支援教育講演会 

学習指導等
の充実 

・ことばやきこえの指導（ことば）               ・ことばやきこえの指導（きこえ）  

・特別支援教育におけるＩＣＴ活用基礎講座 ・特別支援教育におけるICT活用発展講座 

・どの子も楽しく学べる特別支援学級の教科指導の実践-小中合同・ICTの活用も踏まえて-     

・よりよく生きる力を伸ばす自立活動 

・特別支援学級の学級経営-卒業後までを見据えて- 

・よくわかる！障害福祉サービス－福祉と教育のより良い連携のために－ 

心理検査法
の習得と活
用 

・心理検査法基礎講座（主な検査法の概要）  

・心理検査法・ＷＩＳＣ－Ⅳ(概要・演習から活用まで）  

・心理検査法・ＷＩＳＣ－Ⅴ（初級・基礎）  ・心理検査法・WISC-Ⅴ(応用） 

《研修の内容によって参集、オンラインで実施》 

 

教育情報事業 

①教育情報の収集及び提供 

特別支援教育に関する教育図書及び資料を収集・蓄積し、要請に応じて教育情報の提供、成果の普及に努める。 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

＜養護教育センターにおける研修講座の構成＞  

【教育図書・資料等の収集状況】 

 

 

令和６年度末 

までの収集状況 

令和７年度 

収集予定数 

教育関係図書 4,854冊 約30冊 

教育関係雑誌 1,750冊 約30冊 

教育関係資料 1,149冊 約10冊 

ﾋﾞﾃﾞｵﾃｰﾌﾟ･DVD   139本    0本 
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②特別支援教育指導資料の作成 

各小・中・特別支援学校の教職員の実践に役立つ資料を作成し、ホームページに掲載する。 

③理解推進のための広報活動 

ホームページの更新を通して、特別支援教育に関する情報の提供に努める。 

 

◆教育相談・研究班 

１ 事業方針 

（１）来所相談の充実  （４）長柄ハッピーキャンプの実施 

（２）学校訪問相談の強化  （５）学校や他機関との連携 

（３）就学説明会の実施  （６）特別支援教育の今日的課題に対応した研究の推進 

 

２ 事業計画 

（１）教育相談事業 

障害等のある幼児児童生徒、その保護者及び教職員への教育相談 

①相談の充実 

・来所相談､電話相談の充実…ケース会議の実施 

・学校訪問相談…保育所（園）、幼稚園、子どもルーム、アフタースクール、小・中学校へ出向いての相談 

・医療相談………医療面について医師に相談（小児科、精神神経科） 

・土曜教育相談…６月から１月までの土曜日に実施（年間６回） 

・グループ相談…小集団活動によるグループ活動を実施 

・トワイライト相談…特別支援教育・発達障害等に関する教職員の相談を16:30以降の時間帯で実施 

②長柄ハッピーキャンプ 令和７年１０月１７日(金)～１０月１８日(土)実施 

・ＬＤ等通級指導教室に通級している３・４年生児童を対象に実施 

③他機関等との連携 

・教育センター、特別支援学校、福祉機関等の連携会議の開催 

    ・市教委教育支援課との連携を密にした相談活動の充実 

（２）調査研究事業 

①研究主題 

小中学校の特別支援学級における『自立活動』と『交流及び共同学習』の在り方について（２年計画の２年目） 

②研究内容 

実態把握のための教職員のアンケート調査を実施し近年の課題に対応したテーマに応じた教職員研修モデルを作成する。 

③研究成果の活用 

研究成果をホームページに掲載したり、刊行物を発行したりすることにより、各学校での実践等に役立てるようにする。 

 

 

 

          主訴 

区分 生 活 学 習 
意 思 

言 語 

身 体 

運 動 

集 団 

適 応 
就 学 進 学 その他 合 計 

来所 

相談 

受理件数 89 509 38 6 377 461 118 149 1,747 

面接回数 301 2,003 125 27 1,368 825 271 495 5,415 

電話相談件数 84 281 23 5 458 317 120 342 1,630 

 

 

 幼 児 小学生 中学生 高校生 保護者 教職員 その他 合 計 

来所相談件数 461 1,076 210 0 1,747 0 0 1,747 

電話相談件数 3 1,176 343 108 1,630 

 

〔来所相談・電話相談実施状況〕 令和7年3月31日現在 

 

 

(主訴別) 

 

*保護者は、幼児、小学生、中学生と同伴のため来所相談件数合計に含めない。 

 

(対象別) 

 


